
標準文書保存期間基準（九州地方環境事務所資源循環課） 令和5年4月1日

業務の区分
当該業務に係る行政文書の
類型（施行令別表の該当項）

保存期間 具体例

保存期間満了後の
措置

1

九州地方環
境事務所の
後援等の名
義の使用に
関する事項

九州地方環境
事務所の後援
等の名義の使
用

後援・講師依頼等に関する文書 ５年

・申請書
・承認に関する文書
・報告書
・依頼書
・承諾書

廃棄

2
所管する会
議に関する
事項（前項
までに揚げ
るものを除
く）

会議・協議会
会議・協議会に関する文書

５年

・開催案内
・会議資料

廃棄

家電リサイクル法に関する文書 ５年

・計画書
・通知書
・報告書

廃棄

自動車リサイクル法に関する文
書

５年

・計画書
・通知書
・報告書

廃棄

小型家電リサイクル法に関する
文書

５年

・事業申請書
・事業決定通知
・請負業者選定に関する文書
・報告書

廃棄

食品リサイクル法に関する文書 ５年

・登録（更新）申請書
・認定書

廃棄

廃棄物等の輸出入に関する文書 １年未満

・事前相談資料 廃棄

5
特定有害廃
棄物等の輸
出入に関す
る事項

特定有害廃棄
物等の輸出入
に関する事項

特定有害廃棄物の輸出入に関す
る文書

５年

・処分完了届出
・情報収集
・再生利用認定申請書

廃棄

6

不法投棄及
び不適正対
策に関する
事項

不法投棄及び
不適正対策に
関する文書

不法投棄及び不適正対策に関す
る文書

５年

・物品貸借契約書
・報告書
・通知書
・セミナー、研修会に関する文書

廃棄

7
循環型社会
形成推進事
業に関する
事項

循環型社会形
成推進事業

循環型社会形成推進事業に関す
る文書

５年

・請負業者選定に関する文書
・開催案内
・報告書
・地域計画

廃棄

災害等廃棄物
処理事業

災害廃棄物処理事業に関する文
書

５年

・災害報告書
・事務連絡
・査定資料

廃棄

災害等廃棄
物に関する

4

事　項

法令の制定又は改廃及びその経緯

3

各種リサイ
クル法に関
する事項

各種リサイク
ル法

廃棄物等の輸出入に関する文書 ５年

・輸出確認申請書
・産業廃棄物輸出報告書
・輸入許可申請書
・バーゼル法説明会
・３Ｒ推進月間
・税関研修
・不法輸出入

廃棄

廃棄物の輸
出入に関す
る事項

廃棄物の輸出
入に関する事
項

8



廃棄物処理施
設災害復旧事
業

廃棄物処理施設災害復旧事業に
関する文書

５年

・災害報告書
・事務連絡
・査定資料

廃棄

9
大規模災害
発生時の廃
棄物対策に
関する文書

大規模災害に
備えた廃棄物
処理体制検討
事業

大規模災害に備えた廃棄物処理
体制検討事業に関する文書

５年

・ブロック協議会
・モデル事業

廃棄

10

温室効果ガ
ス排出量に
関する事項

温室効果ガス
排出量算定・
報告・公表制
度

温室効果ガス排出量算定・報
告・公表制度に関する文書

５年

・報告書
・事務連絡
・定期報告書
・中長期計画
・届出書

廃棄

11
広域認定・
再生利用認
定制度に関
する事項

広域認定制
度・再生利用
認定制度

広域認定・再生利用認定制度に
関する文書

５年

・申請書
・変更届
・報告書
・事務連絡

廃棄

12
廃棄物処理
法に基づく
無害化処理
認定に関す
る事項

無害化処理施
設認定事務等

無害化処理認定に関する文書 ５年

・申請書
・変更届出書

廃棄

13
PCB特別措
置法に基づ
くPCB廃棄
物処理に関
する事項

PCB特別措置法
に基づくPCB廃
棄物処理

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄
物処理に関する文書

５年

廃棄

中小企業等協同組合の定款に関
する文書

３０年
・申請書
・認可書

廃棄

中小企業等協同組合に関する文
書

５年
・決算報告書
・役員変更届

廃棄

15
中小企業等
経営強化法
に関する事
項

経営力向上計
画の認定等

経営力向上計画に関する文書 ５年

・申請書
・通知書

廃棄

16
下水道法に
関する事項

下水道法 下水道法に関する文書 ５年
・届出書
・意見書

廃棄

17
所管する研
修に関する
事項

研修 研修に関する文書 ５年
・開催案内
・研修資料
・報告書

廃棄

資源循環課所
掌業務に関す
る事項

資源循環課所掌業務に関する文
書

５年
・報告書
・申請書
・通知書

廃棄

資源循環課所
掌業務に関す
る事項で軽微
なもの

資源循環課所掌業務に関する連
絡文書

１年 ・事務連絡

廃棄

中小企業等協
同組合法

18

資源循環課
所掌業務に
関する事項
（前項まで
に掲げるも
のを除く）

物に関する
事項

※その他の事項は環境省行政文書管理規則の別表に準じて判断する。

14

中小企業等
協同組合に
関する事項


